
1

３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

資料３
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（１）対象となる設備
（２）報告様式
（３）検査項目について
（４）機械換気設備
（５）排煙設備
（６）非常用の照明装置
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３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

（１）対象となる設備



対象となる設備

4

共同住宅を除く
定期調査対象の
建築物に設けられた

○機械換気設備
○排煙設備
○非常用の照明装置
×給水設備及び排水設備

特定建築物定期調査報告

対象建築物

・ 劇場、映画館等

・ ホテル、旅館

・ 病院

・有床診療所

・ 百貨店、マーケット

・ 飲食店等

・就寝用福祉施設

・体育館、博物館等

・ 地下の工作物内に

設ける建築物（福岡市のみ）

・ 共同住宅



対象となる設備

5

共同住宅を除く
定期調査対象の
建築物に設けられた

○機械換気設備
○排煙設備
○非常用の照明装置
×給水設備及び排水設備

毎年１回

対象設備について

定期検査・報告が
必要です。



建築 設備 防火 建築 設備 防火 建築 設備 防火 建築 設備 防火

A 劇場、映画館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B ホテル、旅館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C 病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D 百貨店、マーケット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E ○

F ○ ○

G ○

H 地下街 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I 飲食店等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J 有床診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｋ 就寝用福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

N 体育館、博物館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政 用　途
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

福
岡
市

共同住宅

東区・城南区・早良区

博多区・南区

中央区・⻄区

対象となる設備
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毎年報告が必要

共同住宅は対象外



建築 設備 防火 建築 設備 防火 建築 設備 防火 建築 設備 防火

A 劇場、映画館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B ホテル、旅館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C 病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D 百貨店、マーケット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E ○

F ○ ○

G ○

I 飲食店等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J 有床診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｋ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｌ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｍ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

N 体育館、博物館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A 劇場、映画館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B ホテル、旅館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C 病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D 百貨店、マーケット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E ○

F ○ ○

G ○

I 飲食店等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J 有床診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

N 体育館、博物館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北
九
州
市

共同住宅
⼩倉北区　

門 司 区・⼩倉南区・⼾畑区

若 松 区・⼋幡東区・⼋幡⻄区

就寝用福祉施設

令和３年度 令和４年度 令和５年度

福
岡
県

共同住宅

就寝用福祉施設

行政 用　途
令和２年度

対象となる設備
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毎年報告が必要

共同住宅は
対象外



J 有床診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｋ 就寝用福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

N 体育館、博物館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

建築 設備 防火 建築 設備 防火 建築 設備 防火 建築 設備 防火

A 劇場、映画館等　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B ホテル、旅館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C 病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D 百貨店、マーケット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E ○

F ○ ○

G ○

I 飲食店等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J 有床診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｌ  就寝用福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

N 体育館、博物館等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A 劇場、映画館等　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B ホテル、旅館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C 病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D 百貨店、マーケット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E ○

F ○ ○

G ○

I 飲食店等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J 有床診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K 就寝用福
祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大
牟
田
市

共同住宅

久
留
米
市

共同住宅
H31.3.31以前に竣工したもの
旧雇用促進住宅(久留⽶市指定)

H31.4.1以後に竣工したもの

令和５年度
行政 用　途

令和２年度 令和３年度 令和４年度

対象となる設備
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毎年報告が必要

共同住宅は
対象外



３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

（２） 報告様式
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報告書の様式
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建築設備定期検査報告概要書（第36号の7様式）

非常用の照明装置の照度測定表（別表４）

排煙風量測定記録表（別表３、３－２、３－３）

換気設備を設けるべき

調理室等の換気風量測定表（別表２）

法２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた

居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く）の
換気状況評価表（別表１）

非常用照明装置
の検査結果表
（別記第３号）

排煙設備の検査結果表
（別記第２号）

換気設備の検査結果表
（別記第１号）

建築設備定期検査報告書（第36号の6様式）

＋ 大臣指定検査項目年度別実施計画表（任意）

＜ 共 通 ＞

＜設備別＞

※要是正の場合は、関係写真（別添様式）を添付する。



３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

（３）検査項目について

11



検査項目とは

12

検査項目は

平成２０年国土交通省告示第２８５号

に定められている。

※告示の一部改正（令和２年４月１日施行）

・ 別表第一 換気設備

・ 別表第二 排煙設備

・ 別表第三 非常用の照明装置



大臣指定項目とは

13

原則、全ての検査項目について毎年検査を実施する
が、大臣指定項目については３年間に１回でよい。
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大臣指定項目とは
種類 大臣指定項目

換気設備

・各居室の換気量
・中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
・各居室の温度
・各居室の相対湿度
・各居室の浮遊粉じん量
・各居室の一酸化炭素含有率
・各居室の二酸化炭素含有率
・各居室の気流

排煙設備
・排煙口の排煙風量
・中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
・遮煙開口部の排出風速

非常用の照明装置



大臣指定項目とは

15

原則、全ての検査項目について毎年検査を実施する
が、大臣指定項目については３年間に１回でよい。

 報告方法
①一括検査

３年に一度全数検査し、報告する。

②抽出検査

毎年一定数を抽出した上で、

３年間で全数を実施し、毎年報告する。

大臣指定検査項目年度別実施計画表
（任意様式）で管理（県内任意で提出）



16日本建築設備・昇降機センターHPより

大臣指定検査項目年度別実施計画表（例１）

4 4

レ レ レ

レ

地下1階 第2会議室（１／８） 地下1階 第１会議室
1～3階の全居室（６／８）

地下1階 管理室（１／８）

レ

1階 廊下（１／５）

レ

地下1階及び2階の廊下、
1階ロビー （３／５）

レ

3階 廊下 （１／５）

4

○○ビル

レ

令和3 令和4

令和4

令和2

令和2



大臣指定検査項目年度別実施計画（参考例） 建物名： ○○ホテル

種類

換気居室名
各室の

換気量

室内環境

測定記録

各室の

換気量

室内環境

測定記録

各室の

換気量

室内環境

測定記録

1Ｆ物販店舗 ● － － －

2Ｆ管理室 － ● － －

2Ｆ事務所 － ● － －

2Ｆホテルロビー － － ○ －

2Ｆ食堂 － － ○ －

3Ｆ客室1 ● ●

3Ｆ客室2 ● ●

3Ｆ客室3 ○ ○ ● ●

4Ｆ客室1 ● ●

4Ｆ客室2 ● ●

4Ｆ客室3 ● ●

5Ｆ客室1 ○ ○

5Ｆ客室2 ○ ○

5Ｆ客室3 ○ ○

中央管理室における制御及び作

動状況の監視の状況
●

排煙区画名

1Ｆ物販店舗

2Ｆ管理室

2Ｆ事務所

2Ｆホテルロビー

2Ｆ食堂

中央管理室における制御及び作

動状況の監視の状況
●

○

○

●

●

令和元年度 令和２年度 令和３年度

換
気
設

備

排
煙
設

備

（
機
械
排

煙

）

排煙口の
排煙風量

排煙口の
排煙風量

排煙口の
排煙風量

●

17

大臣指定検査項目年度別実施計画表（例２ ）

福岡県建築住宅センターHP（建築設備報告書作成マニュアルより抜粋）

室内環境測定の対象でない

令和３年度（本年）
実施

令和２年度実施出来なかった為
令和３年度に延期

令和４年度実施予定

令和２年度実施済

計画表(例2)の作成・管理手順

＜作成＞
①3ヵ年の実施計画表を作成する。
②実施予定年に○をつける。

＜管理＞
①検査を実施した室は●にする。
②実施できなかった室は○のまま。
③3ヵ年度報告時には全ての室が実施
されていること。

令和２年度 令和３年度 令和４年度



３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

（４） 機械換気設備

18
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【5．換気設備の概要】
【イ．無窓居室】 □自然換気設備（ 系統 室） □機械換気設備（ 系統 室）

□中央管理方式の空気調和設備（ 系統 室）
□その他（ 系統 室） □無

【ロ．火気使用室】□自然換気設備（ 系統 室） □機械換気設備（ 系統 室）
□その他（ 系統 室） □無

【ハ．居室等】 □自然換気設備（ 系統 室） □機械換気設備（ 系統 室）
□中央管理方式の空気調和設備（ 系統 室）
□その他（ 系統 室） □無

【ニ．空気調和設備・冷暖房設備】□個別パッケージ □全空気 □ヒートポンプ
□ファンコイルユニット併用 □その他（ ）

報告書第二面 抜粋

換気に有効な開口部の面積が法第28条第
2項の規定を満たさない室（【ハ．居室等】
に該当するものを除く）⇒別表１

劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
等の用途に供する建築物の居室
（法第28条第3項の居室のうち、調理室等の火気使用
室を除くもの）⇒別表１

ガス等を使用している厨房、湯沸室、浴室
等（法第28条第3項の居室のうち、特殊建
築物の居室を除くもの）⇒別表２



検査結果表（別記第一号（抜粋））

20



<大臣指定検査項目：3年のうちに全数検査>

換気設備 (別記第一)

■ 機械換気設備の性能
・ 各居室の換気量 （９）

・ 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況（１０）

■ 空気調和設備の性能
・ 各居室内の温度 （１６）

・ 各居室内の相対湿度 （１７）

・ 各居室の浮遊粉じん量 （１８）

・ 各居室の一酸化炭素含有率 （１９）

・ 各居室の二酸化炭素含有率 （２０）

・ 各居室の気流 （２１）

21

注意
調理室等の火気使用室の換気風量は大臣指定項目ではない
毎年全数測定が必要⇒別表２



法２８条第２項又は第３項に基づき換気設備が設けられた

居室（換気設備を設けるべき調理室等を
除く）の換気状況評価表（別表１）

22

無窓居室等の換気設備の換気風量を測定する

大臣指定項目：全ての無窓居室等について３年以内に実施
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次年度に
実施する場合

前年度実施した
実績を記載

対象となる全室の
室名・必要換気量・換気方式を記載

室数は、報告書第二面【５．】の
【イ．無窓の居室】【ハ．居室等】に記載した

室数と一致すること



24

報告書第二面 抜粋

注意：
【イ．無窓居室】＋【ハ．居室等】 ⇒ 別表１の系統数・室数と一致すること

注意：
【ハ．居室等】は「劇場等」の居室 ⇒ 法第2条第四号の居室とは異なります！！



換気設備を設けるべき調理室等の
換気風量測定表（別表２）

25

火気使用室の換気設備の換気風量を測定する

※大臣指定項目ではない：毎年１回実施
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別表２は、大臣指定項目ではないので、対象設備があれば毎年報告が必要

系統数及び室数が、第二面【 ５．】【ロ．火気使用室】の記載と一致すること

測定風量（m3/h）＝３６００×測定風速（m/s）×開口面積（m2）
最下段ガスレンジの例：３６００×０．２×０．６＝４３２

必要換気量（m3/h）＝発熱量（kW）×理論排ガス量（m3/kWh）×排気フード等の換気型式（n）
最下段ガスレンジの例：２０．９×０．９３×２０＝３８８．７４
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換気型式ｎは、フード形状等によって決まる



３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

（５） 排煙設備

28
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排煙設備

排煙機排煙口

室

手動開放装置



検査結果表（別記第二号）
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<大臣指定検査項目：3年のうちに全数検査>

排煙設備 (別表第二)

■ 機械排煙設備排煙口の性能
・ 排煙口の排煙風量（１８）

・ 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況（１９）

■ 特殊な構造の排煙設備排煙口の性能
・ 排煙口の排煙風量 （３７）

・ 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況 （３８）

注意） 排煙機及び給気送風機は大臣指定検査項目ではない

（毎年全数測定が必要）



排煙風量測定記録表（別表３）
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排煙口の風量測定は大臣指定項目
⇒３年に１回実施

各系統毎に測定表を作成
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排煙機の風量測定は毎年実施
（大臣指定項目ではない）

室名、規定風量等は毎年記載
（排煙機風量判定のため）
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報告書第二面 抜粋

室数＝区画数は、報告書第二面【９．】の【ロ．】～【ホ．】と一致すること！！



検査のポイント

１(九）排煙機の排煙風量
排煙機の性能検査は次のとおりとする

 当該排煙機の同一排煙系統で排煙機の排煙風
量に相当する部分の各防煙区画（エントランス、廊
下、休止中の会議室等）の排煙口を開放し、排煙機
の排煙出口の風量を測定

なお、足場がないなどにより排煙出口の風量測

定が困難な場合は、排煙口で測定してよい

36

一般的な方法



検査のポイント
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排煙口
１

排煙口
２

排煙口
３

排煙口
４

４０ ３０ ３０ ５０ ５０

煙排出口の排煙風量（測定風量）
＝130㎥/min

閉 閉 開 開 開排煙口

排煙口
５

排煙機規定風量を120㎥/minとした場合，
排煙口測定風量は下限値130 ㎥/minとな
り排煙出口の規定風量を満たします。



検査のポイント

１(九）排煙機の排煙風量

検査方法
排煙出口の同一断面内から５箇所を偏
りなく抽出し、風速計を用いて風速を測
定し、次式により排煙風量を算出する。

Q=６０AVm (m3/min)

A:排煙出口面積（m2）

Vm：平均風速（m/s）

38

単位に注意
（換気はm3/h）



検査のポイント

１(九）排煙機の排煙風量

39

「排煙出口の同一断面内から５箇所」

排煙出口の風速測定位置



検査のポイント

１(九）排煙機の排煙風量

（測定上の注意事項）

風量測定は原則として当該測定室の扉
等を開放して行う。

（十分な排煙風量が得られないことがあ
るため）
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３ 建築設備の検査のポイント
（昇降機等を除く）

（６） 非常用照明装置
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検査結果表（別記第三号）
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大臣指定項目：なし
（全項目を毎年検査・報告すること）



非常用の照明装置の照度測定表（別表４）
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別表４　非常用の照明装置の照度測定表（Ａ４）

測定年月日 令和 年 月 日 型式番号等

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

指摘なし・要是正

（別紙）

階　別 照　度 （ｌｘ）

最　低　照　度 （ｌｘ） 判　　定
部屋・廊下等

最低照度の測定場所

　注 2）「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、ＬＥＤ、その他（　　）の別及び電池内蔵のものにあっては、（内）と付す。

測　定　場　所 測 定 位 置
＊注1）

光源の種類
＊注2）

　注 1）「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

Ｌ　Ｅ　Ｄ

階

その他（　　　）

測定機器　メーカー名

光 源 の 種 類

白　　熱　  灯

蛍　  光　  灯
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電池内蔵型の場合には（内）を記入

白熱灯、蛍光灯、LEDそれぞれの最低照度を記入。

右欄に記入した最低照度の照明器具の場所を記入。

非常用照明照度測定表（別表４）記入例



検査のポイント

２(三)照度測定の時刻

○測定時刻は、夜間が望ましい

○外光がある程度遮断できる居室等（概ね100(lx)
以下）では、以下の方法によることができる

a.一般照明を消灯、ブラインド等で外光を遮断

b.非常用照明を点灯、照度測定（数値A）

c.非常用照明を消灯、同一地点で測定（数値B）

→ A-B≧0.1×B または A-B≧10(lx) ならば

A-B を非常用照明の照度測定値として良い45



検査のポイント

２(三)照度測定を行う場所

 検査方法

避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平
床面において低照度測定用照度計により測定する。

 判定基準
３０分点灯後の照度が白熱灯で１（ｌｘ）以上、蛍光灯、
LEDで２（ｌｘ）以上ないこと

46

廊下、階段、非常用エレベーターホール
及び居室の出入口等



測定を必要とする場所の例

47平成20年版 建築設備定期検査基準書（監修：国土交通省住宅局建築指導課）
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建築基準法令以外の法令に基づく検査記録の活用

この表の項目につ
いては，建築基準
法令以外の法令
に基づく検査結果
を活用することが
できるようになりま
した。
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